
【重要】わんわん広場の登録方法が変わります！ 
令和２年３月２３日（月）より令和２年度のわんわん広場の利用登録が開始となりますが、 

令和２年度から下記のとおり登録方法が一部変更となりますのでご注意ください。 

 

１）登録できる飼い犬の大きさの基準が変わります 

 

【旧】頭高６０ｃｍまで     【新】体高４０ｃｍまで 

※地面から頭の高さで計測           ※地面から背中の高さで計測 

 

          
 

 

２）新規登録は月４回のみの実施となります 

  ・新規登録日は毎月１日、１１日（ワンの日、ワンワンの日）と      

第３土曜日、第４日曜日の４回（８：３０～１７：１５）のみと

なります。 

・１日、１１日が土日祝の場合は翌平日が新規登録日となります   

（翌平日が休棟日に当たる場合は更にその翌日）。 

・令和２年度の新規登録日については年間カレンダーをご確認くだ

さい。 

・更新の方は随時受付いたします。 

・令和２年度の利用登録開始に伴い、今年度（２０１９年度）の 

利用登録は３月２２日（日）までとなります。 
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